
（平成２３年１０月５日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 20 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 18 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 36 件

国民年金関係 14 件

厚生年金関係 22 件

年金記録確認千葉地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



  

千葉国民年金 事案 3852 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 55 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 28 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 55 年１月から同年３月まで 

    私の国民年金保険料については、結婚前までは母が、結婚後は自分で

納付していた。申立期間が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 51 年５月に国民年金の被保険者資格を取得して以降、

申立期間を除き国民年金保険料を全て納付しており、申立期間後は７回の

住所変更手続を適切に行っており、納付意識の高さが認められる。 

   また、申立人は、申立期間中の昭和 55 年３月７日にＡ市へ、同年３月

21 日にＢ区への住所変更手続をそれぞれ行っており、いずれの時点でも

申立期間の保険料は、現年度納付することが可能である。 

   さらに、申立期間は３か月と短期間であり、前後の期間の保険料は納付

済みであることを考え合わせると、申立期間の保険料は納付していたもの

と考えるのが自然である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



  

千葉国民年金 事案 3853 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 55 年４月から同年９月までの国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 55 年４月から同年９月まで 

             ② 平成 13 年３月 

    申立期間①については、私は結婚して数年後にＡ区役所で年金受給の

相談をした際、国民年金保険料を一括納付できることを教えてもらっ

た。そのときに夫が金融機関で納付可能な期間の夫婦の保険料を一括

納付した。申立期間②については、遅れながらも納め忘れることの無

いように気をつけて、私が毎月納付していた。申立期間が未納とされ

ていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①については、申立人の国民年金手帳記号番号は、前後の任意

加入者の資格取得日から、昭和 55 年６月に払い出され、申立人は同時期

に国民年金の加入手続を行ったことが推認できるところ、附則４条納付者

リスト及び特殊台帳によると、申立人は加入手続時点において納付可能な

国民年金保険料を特例納付及び過年度納付していることが確認できる上、

申立期間①の直後も納付済みとなっており、申立期間①は６か月と短期間

であることを踏まえると、申立人が申立期間①の保険料を納付したものと

考えるのが自然である。 

   一方、申立期間②については、平成９年１月の基礎年金番号制度導入後

の期間であり、年金記録管理業務のオンライン化、電算による納付書作成、

領収済通知書の光学式文字読取機による入力等、事務処理の機械化が促進

されており、記録漏れや記録誤り等が生じる可能性は低くなっている上、

申立人が申立期間②の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、



  

確定申告書等）は無く、ほかに申立期間②の保険料を納付していたことを

うかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 55 年４月から同年９月までの国民年金保険料を納付していたものと

認められる。 



  

千葉厚生年金 事案 4035 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間のうち、平成 16 年４月１日から 18 年１月１日までの

期間については、事業主が、社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬

月額は、申立人が主張する標準報酬月額であったと認められることから、

当該期間の標準報酬月額に係る記録を平成 16 年４月から 17 年８月までは

41 万円、同年９月から同年 12 月までは 44 万円とすることが必要である。 

   また、申立人は、申立期間のうち、平成 16 年 12 月 25 日、17 年７月 25

日、同年 12 月 25 日、18 年７月 25 日、同年 12 月 25 日、19 年７月 25 日、

及び同年 12 月 25 日について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、

申立人のＡ社における当該期間の標準賞与額に係る記録を、16 年 12 月 25

日、17 年７月 25 日及び同年 12 月 25 日は 39 万 3,000 円、18 年７月 25 日

は 34 万 9,000 円、同年 12 月 25 日は 40 万円、19 年７月 25 日及び同年 12

月 25 日は 49 万 2,000 円とすることが必要である。 

さらに、申立人の申立期間のうち、平成 20 年７月 10 日の標準賞与額に

係る記録については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額

の計算の基礎となる標準賞与額とはならない記録とされているが、申立人

は、保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められること

から、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の

特例等に関する法律（以下「特例法」という。）に基づき、申立人の当該

期間の標準賞与額に係る記録を同年７月 10 日は 55 万円とすることが必要

である。 

   なお、事業主は、標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 46 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 平成 16 年４月１日から 18 年２月１日まで 

             ② 平成 16 年 12 月 25 日 

             ③ 平成 17 年７月 25 日 



  

             ④ 平成 17 年 12 月 25 日 

             ⑤ 平成 18 年７月 25 日 

             ⑥ 平成 18 年 12 月 25 日 

⑦ 平成 19 年７月 25 日 

⑧ 平成 19 年 12 月 25 日 

⑨ 平成 20 年７月 10 日 

私が保管するＡ社の給与明細書によると、平成 16 年４月から 17 年９

月までは 41 万円、同年 10 月から 18 年１月までは 44 万円の標準報酬月

額に基づく厚生年金保険料が控除されているが、厚生年金保険被保険者

記録の標準報酬月額と一致しない。また、16 年 12 月から 19 年 12 月ま

での賞与明細書（18 年７月を除く）から賞与に係る保険料が控除され

ているが、厚生年金保険被保険者記録の標準賞与額が記録されていない。

さらに、20 年７月の賞与は、厚生年金保険被保険者記録に標準賞与額

が記録されているが、年金額に反映されない記録になっているので確認

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、オンライン記録により、当初、申立人の標準

報酬月額が平成 16 年４月から 17 年８月までは 41 万円、同年９月から

17 年 12 月までは 44 万円と記録されていたところ、18 年１月 26 日付け

で 16 年４月に遡って 22 万円に減額訂正され、18 年８月まで継続して

いることが確認できる。 

しかし、申立期間①のうち、平成 16 年４月から 17 年 12 月までは申

立人から提出された給与明細書により厚生年金保険料の控除額に見合う

標準報酬月額は、Ａ社が当初社会保険事務所に届け出た額と一致するこ

とが確認できる。 

さらに、オンライン記録において、当該事業所の代表者及び当時事業

所に勤務していた申立人を除く５人の同僚について、申立人と同様の遡

及訂正処理が行われているところ、Ａ社は、滞納処分票により、申立期

間当時、保険料を滞納していたことが確認できる。 

加えて、申立人は、当該事業所の履歴事項一部証明書及び閉鎖事項全

部証明書により役員でないことが確認できる。 

    これらを総合的に判断すると、平成 18 年１月 26 日付けで行われた遡

及訂正処理は事実に即したものとは考え難く、申立人について 16 年４

月に遡って標準報酬月額の減額処理を行う合理的な理由は無く、当該訂

正処理は有効なものとは認められないことから、当該期間に係る標準報

酬月額については、当該事業所が社会保険事務所に当初届け出た、16

年４月から 17 年８月までは 41 万円、同年９月から同年 12 月までは 44



  

万円とすることが妥当である。 

    一方、特例法において、標準報酬月額を改定又は決定し、記録の訂正 

及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる

保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲

内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定

するとされている。 

    したがって、申立期間のうち、平成 18 年１月の標準報酬月額につい

ては、申立人から提出された給与明細書により、控除保険料に見合う標

準報酬月額はオンライン記録の標準報酬月額と同額であることが確認で

きることから、特例法による保険給付の対象にあたらないため、あっせ

んは行わない。 

 

２ 申立期間②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧及び⑨については、申立人から

提出された賞与明細書及び事業主から提出された平成 18 年分給与所得

に対する所得税源泉徴収簿により、それぞれの申立期間において、賞与

が支給され、賞与額に見合う標準賞与額に基づく保険料が事業主により

賞与から控除されていたことが認められることから、申立期間②、③及

び④は 39 万 3,000 円、申立期間⑤は 34 万 9,000 円、申立期間⑥は 40

万円、申立期間⑦及び⑧は 49 万 2,000 円、申立期間⑨は 55 万円とする

ことが妥当である。 

    なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否か

については、事業主は、申立期間②、③、④、⑤、⑥、⑦及び⑧に係る

賞与支払届を社会保険事務所に提出しておらず、保険料を納付していな

いと回答している上、申立期間⑨については、政府の当該保険料を徴収

する権利が時効により消滅した後に届出を行っていることから、社会保

険事務所は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく保険料について納入

の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係る申立期間②、③、④、

⑤、⑥、⑦、⑧及び⑨の保険料を納付する義務を履行していないと認め

られる。 



 

 

千葉厚生年金 事案 4036 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められ

ることから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必

要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 38 年８月１日から 40 年７月８日まで 

             ② 昭和 40 年７月８日から 41 年 11 月 30 日まで 

私は、Ａ社を退職したときには、脱退手当金のことを知らず、平成

４年 12 月頃、年金記録を確認した際に、初めて申立期間の脱退手当金

が支給されていることが分かった。しかし、受給した記憶が無いので、

調査の上、厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

脱退手当金を支給する場合、本来、過去の全ての厚生年金保険被保険者

期間をその計算の基礎とするものであるところ、申立期間より前の被保険

者期間（12 か月）についてはその計算の基礎とされておらず未請求とな

っているが、申立人は、最初の被保険者期間であるＢ社では厚生年金保険

に加入し、厚生年金保険料が控除されていたことを認識しており、３回の

被保険者期間のうち最初の被保険者期間を失念するとは考え難い。 

また、Ａ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人の資

格喪失日の前後２年以内に資格を喪失し、脱退手当金の受給資格を有する

８人のうち、オンライン記録で支給していることとなっている者は申立人

を含めて３人と少なく、申立人の脱退手当金が資格喪失日から約 10 か月

後に支給決定されていることを踏まえると、事業主が申立人の委任を受け

て代理請求したとは考え難い。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 



 

 

千葉厚生年金 事案 4037 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、平成 20 年 12 月 30 日に係る厚生年金保険料を事業主により

賞与から控除されていたことが認められることから、当該期間の標準賞与

額に係る記録を 18 万 4,000 円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

   また、申立人は、平成 21 年８月８日は標準賞与額 23 万 8,000 円、同年

12 月 29 日は標準賞与額 17 万 9,000 円に相当する賞与が事業主により支

払われていたと認められることから、当該期間の標準賞与額に係る記録を

同年８月８日は 23 万 8,000 円、同年 12 月 29 日は 17 万 9,000 円に訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 28 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 20 年 12 月 30 日 

             ② 平成 21 年８月８日 

③ 平成 21 年 12 月 29 日 

私は、申立期間の賞与から厚生年金保険料が控除されているのにも

かかわらず、厚生年金保険の加入記録を見たところ、記録が欠落してい

るので、申立期間の厚生年金保険の被保険者記録を回復してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成 20 年 12 月 30 日、21 年８月８日及び同年 12 月 29 日の

標準賞与額に係る年金記録の確認を求めているが、あっせんの根拠となる

法律の適用については、特例的に、厚生年金保険の保険料徴収権が時効に

より消滅した期間のうち申立日において保険料徴収権が時効により消滅し

た期間については、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に

関する法律（以下「特例法」という。）、その他の期間については、厚生

年金保険法を適用するという厚生労働省の見解が示されたことを踏まえて、

当委員会では、上記各期間において、その期間に適用される法律に基づき



 

 

記録訂正が認められるかを判断することとなる。 

したがって、申立期間のうち、平成 20 年 12 月 30 日については、本件

申立日において保険料徴収権が消滅した期間であることから、特例法を適

用し、21 年８月８日及び同年 12 月 29 日については、本件申立日におい

て保険料徴収権が時効により消滅していない期間であることから、厚生年

金保険法を適用する。 

平成 20 年 12 月 30 日の標準賞与額については、Ａ社から提出された申

立人に係る賃金台帳（賞与等）により、賞与額に見合う標準賞与額（18

万 4,000 円）に相当する厚生年金保険料が控除されていることが確認でき

るおとから、18 万 4,000 円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、事業主は、申立期間に係る賞与支払届を社会保険事務所（当

時）に提出していなかったことを認めていることから、事業主は、当該賞

与に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

また、平成 21 年８月８日及び同年 12 月 29 日の標準賞与額については、

Ａ社から提出された申立人に係る賃金台帳（賞与等）により、平成 21 年

８月８日は標準賞与額（23 万 8,000 円）、同年 12 月 29 日は標準賞与額

（17 万 9,000 円）に相当する賞与額が事業主により支払われていたこと

が確認できる。 

したがって、申立人のＡ社における標準賞与額を平成 21 年８月８日は

23 万 8,000 円、同年 12 月 29 日は 17 万 9,000 円に訂正することが必要で

ある。



 

 

千葉厚生年金 事案 4038 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められること

から、申立期間の標準報酬月額に係る記録を、16 年８月から同年 11 月ま

では 32 万円、同年 12 月から 18 年８月までは 30 万円、同年９月から 19

年６月までは 32 万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の上記訂正後の標準報酬月額に

基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16 年８月１日から 19 年７月 25 日まで 

    私は、申立期間にＡ社において継続して勤務していたが、当時支給さ

れた給料に比べて年金事務所の標準報酬月額の記録が低くなっている。

給与明細書等を提出するので、調査の上、厚生年金保険被保険者記録を

訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間に係る標準報酬月額の相違について申し立ててい

るが、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、記録の訂正及び保険給付が

行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申

立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることか

ら、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、申

立人から提出されたＡ社の給与明細書（平成 16 年 10 月から 17 年１月

までの期間、同年３月から同年５月までの期間、同年７月、同年９月か

ら同年 12 月までの期間、18 年２月から同年 12 月までの期間）、18 年

分給与所得の源泉徴収票及び同年分所得税源泉徴収簿並びに 19 年分賃



 

 

金台帳により、16 年８月から同年 11 月までは 32 万円、同年 12 月から

18 年８月までは 30 万円、同年９月から 19 年６月までは 32 万円とする

ことが妥当である。 

    なお、事業主が申立期間に係る保険料を納付する義務を履行したか否

かについては、申立人から提出された給与明細書、源泉徴収票、所得税

源泉徴収簿及び賃金台帳において確認できる保険料控除額に見合う標準

報酬月額と社会保険事務所（当時）に記録されている標準報酬月額が、

長期間にわたり一致していないことから、事業主は、申立人の申立期間

における保険料控除額に見合う標準報酬月額を社会保険事務所に届け出

ておらず、その結果、社会保険事務所は、当該標準報酬月額に見合う保

険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料（訂正

前の標準報酬月額に基づく保険料を除く。）を納付する義務を履行して

いないと認められる。



 

 

千葉厚生年金 事案4039 

 

第１ 委員会の結論 

 事業主は、申立人が昭和 45 年４月１日に厚生年金保険被保険者資格を

取得した旨の届出を社会保険事務所（当時）に対し行ったことが認められ、

かつ、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者の資格喪失日は、同年

６月 18 日であったことが認められることから、申立期間に係る厚生年金

保険被保険者資格の取得日及び喪失日の記録を訂正することが必要である。 

 なお、申立期間の標準報酬月額については３万 3,000 円とすることが妥

当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 45 年４月１日から同年６月 20 日頃まで 

私は、昭和 45 年４月１日付けでＢ区のＡ社に入社したが、同社は資

金繰りが厳しくなり倒産し、残務整理のため同年６月 20 日頃まで勤務

したのに、申立期間の厚生年金保険の被保険者記録が欠落していること

に納得できない。Ａ社における厚生年金保険被保険者証を提出するので、

調査の上、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出された厚生年金保険被保険者証の厚生年金保険被保険者

台帳記号番号は、厚生年金保険被保険者台帳記号番号払出簿により、Ａ社

に払い出され、資格取得日は昭和 45 年４月１日であることが確認でき、

同被保険者証の「初めて資格取得した年月日」と一致する。 

   また、Ａ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人は昭

和 45 年４月１日に被保険者資格を取得していることが確認できるものの、

同年３月 31 日にＡ社が適用事業所でなくなっていることから、同年６月

18 日付けで同年３月 31 日に遡って申立人の資格取得の取消処理が行われ

ていることが確認できる上、同日付けで申立人と同様に資格取得を取り消

されている従業員が 57 人確認できる。 

   さらに、閉鎖登記簿謄本によると、申立人は、Ａ社の役員でないことが



 

 

確認できる上、昭和 45 年６月 18 日に厚生年金保険の資格取得を取り消す

処理をされている者が申立人を含め 58 人確認できることから、申立期間

において、当該事業所は当時の厚生年金保険法の適用事業所要件を満たし

ていたと認められる。 

   これらの事情を総合的に判断すると、昭和 45 年６月 18 日付けで行われ

た遡及資格取消処理は事実に即したものとは考え難く、申立人について同

年４月１日に遡って資格取得の取消処理を行う合理的理由は無く、有効な

ものとは認められないことから、申立人は同年４月１日に厚生年金保険被

保険者資格を取得し、かつ、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者

の資格喪失日は、同年６月 18 日であったことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社に係る被保険

者名簿の資格取得時の標準報酬月額から３万 3,000 円とすることが妥当で

ある。



 

 

千葉厚生年金 事案 4040 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ事業所における資格取

得日に係る記録を昭和 30 年 10 月１日に訂正し、申立期間に係る標準報酬

月額を１万円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30 年 10 月１日から同年 12 月１日まで 

    私の夫は、Ａ社に昭和 28 年 12 月１日に入社してから 62 年１月 31 日

に退職するまで継続して勤務し、申立期間については同社Ｂ事業所に勤

務し、厚生年金保険料を控除されているので、この期間を厚生年金保険

の被保険者期間と認めてほしい。 

   （注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録及び複数の元同僚の証言から判断すると、申立人は、

Ａ社に継続して勤務し（昭和 30 年 10 月１日に同社Ｃ事業所から同社Ｂ

事業所に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人の当該事業所におけ

る昭和 30 年 12 月の社会保険事務所（当時）の記録から、１万円とする

ことが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、事業主は不明としており、このほかに確認できる

関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得

ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務

所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周

辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 



 

  

千葉厚生年金 事案 4041 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められ

ることから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必

要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36 年３月２日から 38 年 10 月１日まで 

             ② 昭和 41 年９月１日から 43 年３月 26 日まで 

    私の年金記録では、Ａ社及びＢ社に勤務していた期間に係る厚生年金

保険の被保険者期間について、脱退手当金が支給されたことになってい

るが、脱退手当金の手続をしたことも、受給した記憶も無いので、調べ

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間の脱退手当金は、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪

失日から約３年２か月後の昭和 46 年５月 25 日に支給決定されたこととな

っており、事業主が申立人の委任を受けて代理請求をしたとは考え難い。 

   また、申立期間に係る厚生年金保険被保険者台帳記号番号払出簿及び厚

生年金保険被保険者名簿の申立人の氏名は変更処理がされておらず、申立

期間の脱退手当金は昭和 46 年５月 25 日に支給決定されたこととなってい

ることを踏まえると、申立期間の脱退手当金は旧姓で請求されたものと考

えられるが、申立人は 43 年４月＊日に婚姻し、改姓していることから、

申立人が脱退手当金を請求したとは考え難い。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 



 

  

千葉厚生年金 事案 4042 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主は、申立人が主張する昭和 46 年 11 月１日に厚生年金保険被保険

者資格を取得し、かつ、47 年２月 29 日に資格を喪失した旨の届出を社会

保険事務所（当時）に行ったことが認められることから、申立期間に係る

厚生年金保険被保険者の資格取得日と喪失日をそれぞれ同日に訂正するこ

とが必要である。 

   なお、当該期間の標準報酬月額については、７万 2,000 円とすることが

妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46 年 11 月１日から 47 年３月１日まで 

    私は、昭和 46 年 11 月１日から 47 年２月 29 日まで、Ａ県Ｂ区Ｃにあ

ったＤ社Ｅ（部門）のＦ（職種）として勤務していたが、厚生年金基金

連合会（現在は、企業年金連合会）からの厚生年金基金の加入期間通知

があるにもかかわらず、その期間の厚生年金保険被保険者記録が無い。

給料明細は無いが、厚生年金保険料及び健康保険料も控除されており、

Ｇ厚生年金基金（当時）の加入員証もあるので、調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   企業年金連合会から提出された中脱記録照会（回答）及び申立人が所持

している厚生年金基金加入員証により、申立人がＧ厚生年金基金の加入員

としての資格を昭和 46 年 11 月１日に取得し、47 年２月 29 日に喪失した

ことが確認できる。 

   また、Ｄ社を吸収合併したＨ社は、当時、社会保険事務所に提出した厚

生年金保険被保険者資格喪失届について、届出書類が複写式であったか否

か不明としているものの、その届出方式が複写式でなかったと認められる

周辺事情はうかがえない。 

   これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人が昭和 46 年 11 月１日

に厚生年金保険の被保険者資格を取得し、47 年２月 29 日に被保険者資格



 

  

を喪失した旨の届出を社会保険事務所に対して行ったことが認められる。 

   また、申立期間のうち昭和 46 年 11 月から 47 年１月までの標準報酬月

額については、企業年金連合会の回答から、７万 2,000 円とすることが妥

当である。 

   一方、申立期間のうち、昭和 47 年２月 29 日から同年３月１日までの期

間については、Ｈ社は、「当時の資料は保管していないため申立人の勤務

実態及び厚生年金保険料の控除については不明である。」と回答している

上、申立人は、申立期間当時の同僚を覚えていないことから同僚調査を行

えず、申立人の勤務期間について確認することができない。 

   また、上記企業年金連合会の回答により、申立人はＤ社を昭和 47 年２

月 28 日に退職し、翌日に被保険者資格を喪失していることが確認できる。 

   このほか、申立人の申立期間のうち、昭和 47 年２月 29 日から同年３月

１日までの期間に係る保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺

事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間のうち、昭和 47 年２月

29 日から同年３月１日までの期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

  

千葉厚生年金 事案 4043 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、平成 10 年９月１日から同年 10 月１日まで

について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが認められることから、申立期間のうち、

同年９月の標準報酬月額に係る記録を 38 万円に訂正することが必要であ

る。 

   なお、事業主が当該期間に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を

納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 
 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 10 年６月１日から 11 年３月 26 日まで 

    私は、平成 10 年６月から 11 年３月まで、Ａ社（現在は、Ｂ社）で勤

務していたが、申立期間の標準報酬月額が実際の給与支給額に比較して

著しく低いのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下

「特例法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基

づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していた

と認められる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う

標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか

低い方の額を認定することとなる。 

   したがって、申立人に係る標準報酬月額については、申立人から提出さ

れたＡ社の給与明細書により、申立期間のうち、平成 10 年９月は 38 万円

に訂正することが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る当該標準報酬月額に基づく保険料を納付す

る義務を履行したか否かについては、事業主は不明としており、これを確



 

  

認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざ

るを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所（当時）

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。 

   一方、申立期間のうち、平成 10 年６月から同年８月までの期間及び同

年 10 月から 11 年２月までの期間については、給与明細書において確認で

きる報酬月額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録で確認できる標準

報酬月額よりも高額であるものの、事業主が源泉控除していたと認められ

る厚生年金保険料控除額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録の標準

報酬月額と一致することが確認できることから、特例法による保険給付の

対象に当たらないため、あっせんは行わない。 



 

  

千葉厚生年金 事案 4044 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とはならない

記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取

り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を 39 万 1,000 円と

することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく厚生年金

保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 19 年 12 月 10 日 

私は、平成 19 年 12 月分の賞与については、以前、勤務先であるＡ社

から、「手続を間違ったので、訂正しておいた。」との説明は受けてい

る。しかし、記録は訂正されているが、年金の増額にはつながらないと

の説明には納得できない。申立期間に支払われた賞与 39 万 1,000 円に

相当する厚生年金保険料が控除されていたと思うので、調査の上、年金

給付に反映されるように訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された「平成 19 年分賃金台帳」（写し）及び「19 年 12

月分賞与の支給明細書（控）」により、申立人は、当該事業所から賞与が

支給され、当該賞与額に見合う標準賞与額（39 万 1,000 円）に基づく厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていることが確認できる。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主

が申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることか

ら、年金事務所は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料に

ついて納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 



 

  

千葉厚生年金 事案 4045 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が

主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報

酬月額の記録を 53万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等  

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成７年８月１日から９年 12月１日まで 

    私がＡ社に勤務していた申立期間における標準報酬月額が９万 2,000

円と記録されているが、申立期間当時の給与は 53 万円だったので、調

査の上、標準報酬月額の記録を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人の標準報酬月額の記録は、当初、平成

７年８月から９年 11月までは 53万円と記録されていたところ、Ａ社が厚

生年金保険の適用事業所でなくなった同年 12月１日の約３か月後の 10年

２月 27 日付けで、７年８月１日に遡及して標準報酬月額を９万 2,000 円

に引き下げられていることが確認できる。 

また、申立人は、当該事業所の閉鎖登記簿謄本により、申立期間におい

て役員であることが確認できるが、雇用保険に加入していることから使用

人兼務役員であることが確認できる上、申立期間当時、経理・総務の実務

担当者であった元同僚二人は、「申立人は、Ｂ（業務）及び健康保険、厚

生年金保険を担当していたが、絶対的な権限は事業主にあった。」と供述

しているところ、当該事業所の元顧問社会保険労務士は、「申立人には、

最終的な権限は一切無く、代表者印も事業主又は事業主の妻である専務が

管理、保管していた。」と供述していることから、申立人は、当該標準報

酬月額の遡及訂正処理に関与していないと認められる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、上記遡及訂正

処理を行う合理的な理由は無く、標準報酬月額の記録訂正は有効なものと

は認められないことから、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業

主が社会保険事務所に当初届け出たとおり、53 万円に訂正することが必

要である。 



 

  

千葉厚生年金 事案 4046 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が

主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報

酬月額の記録を 44万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年 11月１日から３年６月１日まで 

    私は、社会保険庁（当時）からの連絡により、Ａ社における平成元年

11 月から３年５月までの期間の標準報酬月額が、同年 11 月７日に 44

万円から６万 8,000円又は８万円に引き下げられていることが分かった

ので、申立期間の標準報酬月額を訂正前の金額に戻してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録によると、申立人の標準報酬月額の記録は、当初、平成

元年 11月から３年５月までは 44万円と記録されていたところ、Ａ社が厚

生年金保険の適用事業所でなくなった同年６月 16 日の約５か月後の同年

11 月７日付けで、元年 11 月は６万 8,000 円（最低等級）、同年 12 月か

ら３年５月までは８万円（最低等級）にそれぞれ引き下げられていること

が確認できる。 

   また、申立人と同様に、平成３年 11 月７日付けで、代表取締役及び役

員二人の標準報酬月額が遡って減額訂正されていることが確認できる。 

   さらに、申立人は、当該事業所の閉鎖登記簿謄本により、申立期間にお

いて役員であることが確認できるが、申立人は雇用保険に加入しているこ

とから使用人兼務役員であることが確認できる上、元同僚は、「申立人は、

Ｂ（業務）を担当していた。遡及訂正は代表取締役が行ったため、申立人

は知らなかったと思う。」と供述していることから、申立人は当該標準報

酬月額の遡及訂正には関与していないと認められる。 

   これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、上記遡及訂正

処理を行う合理的な理由は無く、標準報酬月額の記録訂正は有効なものと

は認められないことから、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業

主が当初社会保険事務所に届け出たとおり、44 万円に訂正することが必

要である。 



 

  

千葉厚生年金 事案 4047 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、Ａ社における標準賞与額に係る記録を平成 16 年 12 月 10 日は 42 万

6,000 円、18 年 12 月８日は 35 万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 40 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 16 年 12 月 10 日 

② 平成 18 年 12 月８日 

私は、Ａ社に勤務した期間のうち、平成 16 年 12 月 10 日及び 18 年

12 月８日に支給された賞与に係る標準賞与額が厚生年金保険の被保険

者記録から欠落しているので、調査の上、厚生年金保険の被保険者記録

を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された賞与支払明細書及び事業主から提出された支給控

除一覧表により、申立人は、申立期間において、Ａ社から賞与が支給され、

当該賞与額に見合う標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞

与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準賞与額については、賞与支払明細書及び支給控除

一覧表により、平成 16 年 12 月 10 日は 42 万 6,000 円、18 年 12 月８日は

35 万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、事業主は、賞与の届出を忘れたかもしれないと回答

していることから、事業主は、申立期間に係る賞与支払届出を社会保険事

務所（当時）に提出せず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る申

立期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、

事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していな

いと認められる。 



 

  

千葉厚年年金 事案 4048 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められ

ることから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必

要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 14 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 22 年１月１日から同年９月１日まで 

    私がＡ社Ｂ支社（当時）に勤務していた期間について、年金記録では

脱退手当金を受給したことになっているが、列車の本数が少なく、通

勤時間が２時間かかるなどしたため通いきれなくなり、最後は無断欠

勤の形になり辞めたので、私は脱退手当金裁定請求の手続を行ってい

ない。納得できないので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間の脱退手当金については、ⅰ）厚生年金保険被保険者台帳（旧

台帳）に記載されている脱退手当金の支給額（196 円 87 銭）と健康保険

厚生年金保険被保険者名簿に記載された標準報酬月額に基づき計算した脱

退手当金の支給額（159 円 37 銭）とは約 37 円相違していること、ⅱ）当

該被保険者名簿に記載された申立人の生年月日は、大正 11 年と誤記入さ

れており、訂正されていないこと、ⅲ）当該被保険者台帳（旧台帳）には

「49-３」の記載があり当該脱退手当金は当時の厚生年金保険法第 49 条の

３を適用し支給決定したことがうかがえるが、申立人の資格喪失日時点に

おいて、当該条文は法律改正により削除されていることが確認できること

から、申立人の年金記録の記録管理が適切に行われていたとは考え難い。 

   また、申立人は、オンライン記録において、申立期間に係るＡ社Ｂ支社

で厚生年金保険被保険者資格を喪失した１か月後には、別の事業所におい

て厚生年金保険被保険者資格を取得していることが確認できるところ、申

立人は再就職時の状況について、「再就職先のＣ（役職）に紹介を依頼し、

その後、採用試験として学科、面接を受けて就職した。」と具体的に供述

していることを踏まえると、申立人が当時脱退手当金を請求する意思を有

していたとは考え難い。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 



 

  

千葉厚生年金 事案 4049 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められ

ることから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必

要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 35 年 12 月１日から 36 年４月 13 日まで 

             ② 昭和 37 年２月３日から 40 年 10 月 28 日まで 

    私は、Ａ社及びＢ社に勤務した期間について、年金記録では脱退手当

金を受給したことになっているが、Ｂ社を退職するときには、脱退手当

金制度を知らず、請求手続を行っていないので、脱退手当金を受給して

いない。脱退手当金が支給済みの記録とされていることは納得できない

ので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   脱退手当金を支給する場合、本来、過去の全ての厚生年金保険被保険者

期間をその計算の基礎とするものであるところ、申立期間①及び②の間の

Ｃ社における被保険者期間はその計算の基礎とされておらず、未請求とな

っているが、これを失念するとは考え難い上、Ｃ社の健康保険厚生年金保

険被保険者名簿によると、当初、申立人に別の厚生年金保険記号番号が付

番されていたところ、昭和 36 年８月 12 日付けで重複取消がなされ、申立

期間①及び②と同一の記号番号に統合されていることが確認でき、同一の

記号番号で管理されているにもかかわらず、この期間が支給されていない

期間として存在することは事務処理上不自然である。 

   さらに、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に記載されてい

る女性被保険者のうち、申立人が厚生年金保険被保険者資格を喪失した昭

和 40 年 10 月 28 日の前後２年以内に被保険者資格を喪失した申立人以外

の５名の脱退手当金の支給記録を調査したところ、脱退手当金の支給記録

が確認できるのは１名のみと少ないことを踏まえると、事業主が申立人の

委任を受けて代理請求したとは考え難い。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 



 

  

千葉厚生年金 事案 4050 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 34 年 12 月１日から 35 年２月１日ま

での期間について、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における資格取得日に

係る記録を 34 年 12 月１日に訂正し、当該期間に係る標準報酬月額を１万

8,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正６年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 17 年６月１日から 19 年６月１日まで 

             ② 昭和 34 年 12 月１日から 35 年２月１日まで 

    私の夫は、Ａ社に昭和 15 年４月１日に入社し、途中軍隊に召集され

兵役を経て同社に復帰し、50 年 11 月末に同社のグループ会社であるＣ

社を定年退職するまで継続して勤務した。 

    しかし、昭和 17 年６月１日から 19 年６月１日までの期間及び 34 年

12 月１日から 35 年２月１日までの期間の厚生年金保険の加入記録が欠

落していることは納得できないので、調査して厚生年金保険の被保険者

記録を訂正してほしい。 

   （注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間②については、雇用保険の加入記録及び事業主の回答書から

判断すると、申立人はＡ社に継続して勤務し（同社本社から同社Ｂ支

店に異動）、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められる。 

    なお、異動日については、事業主から提出された厚生年金保険被保険

者台帳及び健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書の備考



 

  

欄により、申立人が昭和 34 年 12 月１日にＡ社本社において厚生年金

保険被保険者の資格を喪失し、同社Ｂ支店に転勤した旨の記載が確認

できることから、同年 12 月１日とすることが妥当である。 

    また、当該期間に係る標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支店

における社会保険事務所（当時）の記録から、１万 8,000 円とするこ

とが妥当である。 

    なお、事業主が申立人に係る当該期間の保険料を納付する義務を履行

したか否かについては、事業主は、当時の記録が無く不明と回答して

おり、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明ら

かでないと判断せざるを得ない。 

    また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険

事務所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料

及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 

 

  ２ 申立期間①については、申立人の妻は、申立人の退職金を計算したメ

モを提出しており、当該メモには申立人の入社日が昭和 15 年４月１日

と記載されていることを理由として、「申立人は、昭和 17 年６月１日

に厚生年金保険（当時は、労働者年金保険）の被保険者資格を取得し

たはずだ。」と主張している。 

    しかし、Ａ社は昭和 19 年６月１日に厚生年金保険の適用事業所とな

っており、申立期間①は適用事業所になる前の期間である。 

    また、事業主は、申立人の妻から提出された退職金を計算したメモに

ついては、「当社が作成したものか否かは判断できない。」としてい

る上、申立人の厚生年金保険被保険者の資格取得日については、「当

社には、当時作成した厚生年金保険被保険者台帳が保管されており、

最も古い資料である昭和 21 年 11 月に厚生年金保険被保険者であった

者の記録を記載した台帳には、申立人が 19 年６月１日付けで資格を取

得していることが確認できるが、これ以前の記録は無い。」と回答し

ていることから、申立人の申立期間①における勤務実態及び保険料の

控除状況について確認できない。 

    このほか、申立人の申立期間①における保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

    これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①に係る保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

  

千葉厚生年金 事案 4051 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、平成 13 年 11 月１日から 14 年４月１日ま

での期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められることから、13 年

11 月から 14 年３月までの標準報酬月額を 62 万円に訂正することが必要

である。 

   なお、事業主は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 13 年 11 月１日から 18 年３月１日まで 

    私がＡ社でＢ（業務）担当の取締役として勤務していた期間のうち、

申立期間の標準報酬月額が直前の 62 万円から９万 8,000 円に大幅に減

額されているが、私の給与は申立期間中も変わること無く毎月 62 万円

以上支給されていたので、標準報酬月額が下がっていることは納得でき

ない。調査して記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下

「特例法」という。）に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに

基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除してい

たと認められる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づ

く標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれ

か低い方の額を認定することとなる。 

   したがって、申立人の標準報酬月額については、Ａ社から提出された給

与統計表（賃金台帳）により確認できる保険料控除額から、申立期間のう

ち、平成 13 年 11 月から 14 年３月までは、62 万円に訂正することが妥当



 

  

である。 

   なお、事業主が申立人に係る当該標準報酬月額に基づく保険料を納付す

る義務を履行したか否かについては、事業主から提出された健康保険厚生

年金保険被保険者標準報酬月額改定通知書により、事業主は、申立人の当

該期間に係る標準報酬月額を９万 8,000 円として社会保険事務所（当時）

に届け出ていることが確認でき、その結果、社会保険事務所は、申立人が

主張する標準報酬月額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、

事業主は当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

   一方、申立期間のうち、平成 14 年４月から 17 年 12 月までの標準報酬

月額については、申立人から提出された給与明細書及び事業主から提出さ

れた給与統計表（賃金台帳）において確認できる保険料控除額に相当する

標準報酬月額は、当該事業所が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額と

同額であることが確認できることから、特例法による保険給付の対象に当

たらないため、あっせんは行わない。 

   また、申立期間のうち、平成 18 年１月及び同年２月については、事業

主は、「申立人に係る当該期間の給与台帳等の資料は保管されていな

い。」と回答していることから、申立人の当該期間における保険料の控除

について確認することができない。 

   このほか、申立人の当該期間における保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が当該期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

  

千葉厚生年金 事案 4052 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が

主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報

酬月額の記録を 47 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成９年９月 26 日から同年 11 月 18 日まで 

    私がＡ（職種）として勤務したＢ社における申立期間の標準報酬月額

は、当初 47 万円であったが、年金記録では 10 万 4,000 円に訂正されて

おり、納得できないので調査して当初の標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録によると、Ｂ社における申立人の標準報酬月額は、当初、

申立人の主張する 47 万円と記録されていたところ、平成 10 年 10 月７日

付けで、資格取得時に遡及して 10 万 4,000 円に引き下げる処理がなされ

ていることが確認できる。 

   また、当該事業所において、厚生年金保険被保険者であった 23 人全員

が申立人と同様に平成 10 年 10 月７日付けで遡及して標準報酬月額を引き

下げる処理がなされていることが確認できる。 

   さらに、当該事業所の閉鎖登記簿謄本によると、申立人は役員ではなか

ったことが確認できる上、オンライン記録により、申立人は遡及訂正処理

が行われた平成 10 年 10 月の時点では、別の事業所において厚生年金保険

被保険者の資格を取得していることが確認できることから、申立人は当該

標準報酬月額の遡及訂正に関与していないと認められる。 

   加えて、複数の元同僚は、「当該事業所では、社会保険料の滞納や給与

の遅配があった。」と供述していることから、当該事業所において厚生年

金保険料等の滞納があったことがうかがえる。 

   これらを総合的に判断すると、平成 10 年 10 月７日付けで行われた標準

報酬月額の遡及訂正処理は、事実に即したものとは考え難く、社会保険事

務所において、このような処理を行うべき合理的な理由は見当たらず、当

該処理に係る記録は有効なものとは認められないことから、申立人の申立

期間に係る標準報酬月額は、事業主が当初届け出たとおり、47 万円に訂

正することが必要である。 



  

千葉国民年金 事案 3854 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成 20 年５月及び同年６月の国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 20 年５月及び同年６月 

    私は、金融機関で平成 20 年度の国民年金保険料を全て納付したはず

なのに、申立期間の保険料が未納とされており、納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成 20 年度の国民年金保険料は金融機関で全て納付したは

ずであると主張しているところ、申立期間直後の平成 20 年７月は申請免

除期間、同年８月から 21 年３月までの期間は法定免除期間とされている

ことから、仮に平成 20 年度の保険料を全て納付した場合、平成 20 年７月

から 21 年３月までの期間の保険料は過誤納付となるが、オンライン記録

において、当該期間の保険料が還付された記録は存在しないことから、申

立人の主張と相違する。 

   また、申立期間に係る保険料の納付状況について、申立人及び同居親族

に聴取を行ったが、保険料納付の具体的な状況は覚えていない上、申立期

間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）

は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺

事情も見当たらない。 

   さらに、申立期間は平成９年１月の基礎年金番号制度導入後の期間であ

り、保険料徴収事務の電算化が図られた後である上、14 年４月以降は保

険料収納事務が国に一元化されており、年金記録事務における事務処理の

機械化が一層促進されたことを踏まえると、記録の過誤は考え難い。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



  

千葉国民年金 事案 3855 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成３年 10 月から９年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 46 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年 10 月から９年３月まで 

    私の年金記録のうち、申立期間は国民年金に未加入と記録されている

が、亡くなった母から、私の国民年金の加入手続及び国民年金保険料

の納付を行ってくれていたと聞いていたので、納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立人の母が平成３年 10 月頃に国民年金の加入手続を行い、

申立期間の国民年金保険料を納付してくれたと主張しているが、オンライ

ンシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号払出簿検索システム

による縦覧調査の結果、申立人に申立期間の保険料を納付する前提となる

国民年金の記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらな

いことから、申立期間は国民年金に未加入の期間であり、制度上、保険料

を納付することはできない期間である。 

   また、申立人は、申立期間に係る国民年金の加入手続及び保険料の納付

に直接関与しておらず、申立人の加入手続及び保険料の納付を行ったとす

る申立人の母は、既に亡くなっているため、申立期間に係る加入手続及び

保険料の納付状況は不明である。 

   さらに、申立期間は 66 か月と長期間である上、申立期間の保険料を納

付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに

申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たら

ない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



  

千葉国民年金 事案 3856 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 45 年２月から 46 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45 年２月から 46 年３月まで 

    私は、年金記録を調べてもらったところ、昭和 47 年１月にＡ市から

実家のあるＢ町に帰ってきたが、同年４月 30 日に 46 年４月から 47 年

３月までの国民年金保険料を納付してあるとのことだった。よく覚えて

いないが、申立期間の保険料も納付していると思うので年金記録を訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人及び申立人の元妻の連続した国民年金手帳記号番号は、昭和 46

年７月 26 日にＣ社会保険事務所（当時）からＢ町に払い出されたことが

国民年金手帳記号番号払出簿検索システムより確認でき、申立人の手帳記

号番号の前後の任意加入者の資格取得日により、申立人は、47 年３月に

申立人の元妻と同時に国民年金の加入手続を行ったと推認できる。 

   また、Ｂ町の国民年金被保険者名簿の納付記録には、昭和 47 年４月 30

日に、申立人は 46 年４月から 47 年３月までの現年度分国民年金保険料を、

元妻は 46 年５月から 47 年３月までの現年度分国民年金保険料をそれぞれ

納付していることが記録されているが、市町村では徴収事務を行わない過

年度分である申立期間については未納と記録されている上、オンラインシ

ステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号払出簿検索システムによ

る縦覧調査の結果、申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたことを

うかがわせる事情も見当たらない。 

   さらに、申立人は申立期間の保険料の納付時期、納付場所、納付方法、

納付金額及び納付行為者の記憶は無く、申立人の元妻も覚えていないこと

から証言は得られない上、申立期間の保険料を納付していたことを示す関



  

連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



  

千葉国民年金 事案 3857 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 48 年 10 月から 50 年３月までの期間及び平成８年８月か

ら 10 年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたもの

と認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 48 年 10 月から 50 年３月まで 

             ② 平成８年８月から 10 年３月まで 

    私は、亡くなった母から、私の両親が国民年金の加入手続を行い、私

がＡ事業所に就職する前に申立期間①の国民年金保険料を納付してくれ

たことを聞いたことがある。 

    また、私がＡ事業所を退職し、国民年金の障害基礎年金を受け取る際、

入院中の私に代わって兄夫婦が未納であった申立期間②の保険料を納付

したことを義姉から聞いている。 

    申立期間①及び②の保険料は納付したはずであり、未納とされている

ことは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、申立人は、申立人の両親が国民年金の加入手

続を行い、申立期間①の国民年金保険料を納付してくれていたはずであ

ると申述しているところ、申立人は、申立期間①に係る加入手続及び保

険料の納付に直接関与しておらず、申立期間①の保険料を納付したとす

る申立人の両親は既に亡くなっていることから、申立期間①に係る保険

料の納付状況は不明である。 

    また、オンライン記録により、申立期間①に係る国民年金の被保険者

資格取得及び喪失に係る記録は、平成９年 11 月 20 日に追加処理されて

いることが確認できることから、申立期間①は、当該追加処理が行われ

るまで、国民年金に未加入の期間であり、当該追加処理が行われた時点

では、時効により保険料を納付することができない期間である。 



  

 

  ２ 申立期間②については、申立人は、申立人が障害基礎年金を受給する

際に、申立人の兄夫婦が申立期間②の保険料を納付したと主張している

ところ、申立期間②の保険料を納付したとする申立人の兄夫婦は、保険

料納付に係る記憶が定かでなく、納付時期及び納付金額も覚えていない

と証言していることから、申立期間②の保険料の納付状況等は不明であ

る。 

 

  ３ オンライン記録によると、申立人の基礎年金番号は平成９年１月に初

めて付番されており、基礎年金番号制度導入（９年１月）前に申立人に

対して国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は見当たらないことか

ら、申立人の国民年金の加入手続は同年１月以降に行われたと推認でき、

同年１月以降の期間においては、年金記録管理業務のオンライン化、電

算による納付書の作成、領収済通知書の光学式文字読取機による入力等、

事務処理の機械化が進んでおり、記録漏れや記録誤り等が生じる可能性

は少ないものと考えられる。 

    また、申立人の申立期間①及び②の保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間①及び②の

保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

  ４ これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間①及び②の国民年金保険料を納付してい

たものと認めることはできない。 



  

千葉国民年金 事案 3858 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 46 年２月から 50 年３月までの期間、同年４月から 52 年

３月までの期間及び同年４月から同年９月までの期間の国民年金保険料に

ついては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 46 年２月から 50 年３月まで 

             ② 昭和 50 年４月から 52 年３月まで 

             ③ 昭和 52 年４月から同年９月まで 

    私が婚姻するまでの国民年金については、亡くなった母がＡ市で加入

手続を行い、国民年金保険料を納付してくれていたはずであり、婚姻後

の保険料は免除申請した記憶も無く、元夫が納付していたはずである。

申立期間①及び③が未納、申立期間②が免除と記録されていることは納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ県Ｃ郡Ｄ町の保管する申立人の国民年金被保険者名簿によれば、申立

期間①及び③については未納、申立期間②については申請免除と記録され

ており、特殊台帳及びオンライン記録とも一致している。 

   また、申立人は昭和 52 年９月頃にＥ市において、国民年金の加入手続

を行い、別の国民年金手帳記号番号が払い出されているところ、同市の保

管する申立人の被保険者名簿によれば、同市で払い出された手帳記号番号

は重複加入を理由に 55 年２月８日に取り消され、申立人に払い出された

二つの手帳記号番号に係る記録が統合された結果、申立期間①及び③は未

納、申立期間②は申請免除と記録されていることが確認できる。 

   さらに、申立人は、申立期間①、②及び③の国民年金保険料の納付に直

接関与していない上、申立期間①、②及び③は合計３回、80 か月に及び、

申立期間①、②及び③に係る複数の行政機関が同一人に同様の事務処理誤

りを繰り返すことは考え難く、申立期間①、②及び③の保険料を納付して



  

いたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期

間①、②及び③の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見

当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間①、②及び③の国民年金保険料を納付してい

たものと認めることはできない。 



  

千葉国民年金 事案 3859 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 40 年４月から 43 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40 年４月から 43 年３月まで 

    私は、昭和 40 年 10 月にＡ市役所の集金員に国民年金の加入を勧めら

れて加入手続を行い、その年度初めの同年４月に遡って国民年金保険料

を納付し、それ以降は、保険料を現年度納付した。それにもかかわらず、

同年４月から 43 年３月までの期間が未加入とされていることは納得が

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 40 年 10 月に国民年金の加入手続を行い、同年４月から

の国民年金保険料を納付したと主張しているところ、申立人の所持する国

民年金手帳に記載されている国民年金手帳記号番号は、43 年９月 20 日に

社会保険事務所（当時）からＡ市に払い出された手帳記号番号の一つであ

り、申立人の前後の任意加入者の資格取得日から、申立人の加入手続は同

年９月 25 日頃に行ったものと推認できることから、申立人の主張と相違

する。 

   また、申立人の国民年金手帳には、申立人が昭和 43 年４月１日付けで

国民年金の被保険者資格を取得したことが記載されており、オンライン記

録とも一致することから、申立期間は国民年金に未加入の期間であり、制

度上、保険料を納付することはできない期間である上、同手帳の昭和 42

年度の検認記録欄に検認印が無い。 

   さらに、申立人は、被保険者資格取得日が昭和 40 年４月１日と記載さ

れたＡ市発行の国民年金手帳保管証を所持しており、これを根拠に同年

10 月に手帳交付を受け保険料の納付を行ったと主張するが、同保管証に

は、43 年９月に社会保険事務所からＡ市に払い出された手帳記号番号及



  

び同保管証が同年９月 25 日に交付されたことが記載されていることから、

当該主張は認め難い上、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金

手帳記号番号払出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の手

帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   加えて、申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



  

千葉国民年金 事案 3860（事案 1276 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 40 年４月から 43 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40 年４月から 43 年３月まで 

    私は、当初の年金記録確認千葉地方第三者委員会での判断後、新たな

資料は見つからないが、昭和 40 年 10 月にＡ市役所の集金員に国民年金

の加入を勧められて加入手続を行い、その年度初めの同年４月に遡って

国民年金保険料を納付し、それ以降は、保険料を現年度納付した。それ

にもかかわらず、同年４月から 43 年３月までの期間が国民年金に未加

入とされていることは納得ができないので再申立てする。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、ⅰ）申立人の所持する国民年金手帳

に、申立人の国民年金被保険者資格の取得日が昭和 43 年４月１日である

と記載されており、申立期間は国民年金に未加入の期間であり国民年金保

険料の納付はできないこと、ⅱ）申立人に別の国民年金手帳記号番号が払

い出されたことをうかがわせる事情が見当たらないこと、ⅲ）申立人の所

持するＡ市発行の国民年金手帳保管証には、同年９月に払い出された手帳

記号番号と、同年９月 25 日という交付日が記載されていることから、同

保管証は同年９月の国民年金の加入手続時に交付されたと考えるのが自然

であることなどを理由として、既に当委員会の決定に基づき平成 21 年４

月 30 日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

   今回、申立人は前回の審議結果に納得できないとして再申立てを行って

いるが、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる新たな資料

の提出は無く、前回の申立てと同趣旨の主張であるため、これは当委員会

の当初の決定を変更すべき新たな事情とは認められず、そのほかに当委員

会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立人

は申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



  

千葉国民年金 事案 3861 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 53 年９月から 56 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53 年９月から 56 年３月まで 

    私の母は、私の国民年金の加入手続を行い、私がＡ市のＢ事業所でＣ

（職種）として働いていた昭和 53 年９月から 56 年３月までの国民年金

保険料を納付したはずであり、未納となっていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の所持する年金手帳には、国民年金手帳記号番号及び国民年金の

被保険者資格を昭和 53 年９月 11 日に取得したことが記載されているもの

の、同記載はＡ市において取り消されたことが確認できることから、申立

期間の国民年金保険料に係る納付書が交付されたとは考え難い。 

   また、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号払

出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の手帳記号番号が払

い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   さらに、申立人は申立期間の保険料の納付に直接関与していない上、申

立人の国民年金の加入手続及び保険料の納付を行ったとする申立人の母か

ら聴取することができないため、申立期間の保険料の納付状況は不明であ

る。 

   加えて、申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



  

千葉国民年金 事案 3862 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 38 年７月から同年 11 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38 年７月から同年 11 月まで 

    私は、昭和 38 年７月にＡ事業所に就職してＢ（部門）に入所し、同

年８月に同部門においてＣ（学科）修了後、Ｄ（部門）に配属された。

同年 12 月からはＥ組合に加入しているが、同年７月からの５か月間は

Ｆ（職種）であったため、同年８月頃にＧ社会保険事務所（当時）で国

民年金に加入し、毎月、同事務所に行き手帳に印紙を添えて国民年金保

険料を納付した。申立期間の保険料納付について確認がとれないことは

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の所持する年金手帳には、国民年金の記録（１）欄の被保険者に

なった日が平成 10 年９月１日と記載されており、オンライン記録と一致

していることから、申立期間は国民年金に未加入の期間であり、制度上、

国民年金保険料を納付できない期間である。 

   また、申立人が国民年金の加入手続を行ったと主張する昭和 38 年８月

頃は、国民年金の加入手続を行った場合、国民年金手帳記号番号が払い出

されるところ、国民年金手帳記号番号払出簿検索システムによる縦覧調査

の結果、申立人に手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情は

見当たらない上、オンラインシステムにおいて、申立人の氏名の読み方を

変えて国民年金の加入記録を検索したが、申立期間に国民年金に加入して

いた形跡は確認できない。 

   さらに、申立人は申立期間の保険料を毎月、社会保険事務所（当時）に

納付しに行ったと述べているが、申立期間当時、現年度保険料の収納事務

は市区町村が行っており、保険料の納付は国民年金手帳に国民年金印紙を



  

貼り付け、区役所において検認を受ける方法であったことから、申立人の

申述する納付場所及び納付方法と符合しない。 

   加えて、申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



  

千葉国民年金 事案 3863（事案 3459 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 46 年７月から 48 年４月までの期間、

49 年４月から同年９月までの期間、50 年２月から同年 12 月までの期間及

び 54 年３月から 61 年３月までの期間の国民年金保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

   また、申立期間のうち、昭和 48 年５月から 49 年３月までの国民年金保

険料については、免除されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 46 年７月から 48 年４月まで 

             ② 昭和 48 年５月から 49 年３月まで 

             ③ 昭和 49 年４月から同年９月まで 

             ④ 昭和 50 年２月から同年 12 月まで 

             ⑤ 昭和 54 年３月から 61 年３月まで 

    私は、Ａ市役所の出張所で国民年金の加入手続を行い、国民年金保険

料を納付していた。昭和 48 年５月に結婚してＢ市に転居したときは、

保険料の納付が困難だったので、その年度の保険料は免除してもらった

が、その後は納付し、Ｃ市に転居してからは金融機関で納付していたの

に、申立期間が未納とされていることは納得できない。今回、夫の昭和

60 年分の確定申告書の控えが見つかり、そこには社会保険料控除とし

て国民年金保険料の記載があり、保険料は納付していたはずであるので

年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、ⅰ）申立人の国民年金手帳記号番号

は、国民年金手帳記号番号払出簿により昭和 61 年８月にＤ社会保険事務

所（当時）からＣ市に払い出された 3,000 件の手帳記号番号のうちの一つ

であり、申立人が 46 年７月時点に遡って国民年金の被保険者資格を取得

したことが確認できること、ⅱ）オンラインシステムによる氏名検索及び



  

国民年金手帳記号番号払出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人

に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当た

らず、申立人の手帳記号番号の前後 340 人は、昭和 61 年の払出し時点に

おいて 26 年及び 27 年生まれの国民年金未加入者であり、行政側がリスト

アップして集団適用を行ったものと推察され、申立人が長期間国民年金に

未加入状態であったことがうかがえること、ⅲ）申立期間は未加入期間で

あることから、制度上、国民年金保険料の納付及び免除申請をすることは

できないことなどを理由として、既に当委員会の決定に基づき平成 23 年

４月 13 日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

   今回、申立人は、保険料納付を示す資料として新たに申立人の夫の昭和

60 年分の確定申告書の控えを提出しているところ、当該確定申告書の社

会保険料控除欄には二人分の国民年金保険料額が記入されているが、欄外

には、「Ｅ税務署 61.３.11 文書収受」のゴム印が押されており、申立

人の手帳記号番号は 61 年８月に払い出されていることから、60 年中に申

立期間の保険料を納付することはできない上、申立人の夫は、43 年７月

以降に公的年金の加入記録は無く、国民年金には未加入であることから、

提出された確定申告書から申立期間の保険料を納付していたとは推認し難

い。 

   そのほかに、当委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たら

ないことから、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付及び免除申請

していたものと認めることはできない。 



  

千葉国民年金 事案 3864 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 47 年４月から 50 年 12 月までの付加保険料を含む国民年

金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47 年４月から 50 年 12 月まで 

    私は、昭和 47 年３月の結婚を契機に同年３月末で勤めを辞めたため、

同年４月頃にＡ市役所Ｂ出張所に出向いて、国民年金の加入手続を行い、

窓口で国民年金保険料と付加保険料を一緒に納付し、それ以降も同様に

納付してきた。また、加入時に職員から付加保険料を納付することによ

り年金受給額が多くなるなどと年金制度についての説明を受けた記憶が

あるので、間違いなくこの時期に加入手続を行い、保険料を納付してき

たはずであるのに申立期間が未加入とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 47 年４月頃にＡ市役所Ｂ出張所において国民年金の加

入手続を行ったと主張しているが、申立人が所持する年金手帳の国民年金

の記録（１）欄には、申立人が国民年金の被保険者資格を 51 年１月 29 日

に任意で取得したことが記載されており、Ａ市の保管する国民年金被保険

者名簿及びオンライン記録とも一致していることから、申立期間は国民年

金に未加入の期間であり、制度上、国民年金保険料を納付することができ

ない期間である。 

   また、Ａ市は、昭和 47 年度から 51 年度までは、Ｂ出張所では国民年金

の再加入手続のみを取り扱っており、新規加入の手続は受け付けていなか

った旨の回答をしていることから、申立人が申述する加入手続の状況とは

符合せず、申立人がＢ出張所で昭和 47 年４月頃に加入手続及び保険料納

付を行えたとは考え難い上、申立人は申立期間当時、厚生年金保険被保険

者である夫の配偶者であることから、国民年金の任意加入対象期間となり、

遡って加入することもできない。 



  

   加えて、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号

払出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の手帳記号番号が

払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない上、申立期間の保険

料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、

ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見

当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の付加保険料を含む国民年金保険料を納付し

ていたものと認めることはできない。 



  

千葉国民年金 事案 3865 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 51 年５月から 61 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51 年５月から 61 年３月まで 

    私は、昭和 51 年＊月＊日に夫と一緒にＡ市役所Ｂ出張所へ行き、入

籍手続を行ったときに、夫が私の国民年金の加入手続を行ってくれた。

その後転居したＣ市、Ｄ市では国民年金保険料の納付書が自動的に郵送

されてきたので、申立期間の保険料は私が納付した。当時の保険料額は

月額１万 2,000 円ぐらいで、保険料は実家のあるＥ町（現在は、Ｆ市）

の郵便局、Ｅ町役場、Ｃ市内のＧ郵便局及びＤ市役所Ｈ出張所（当時）

で納付したはずなので、申立期間が未加入とされていることは納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 51 年＊月＊日に申立人の夫と一緒にＡ市役所Ｂ出張所

へ行き、申立人の夫が国民年金の加入手続を行ってくれ、申立期間の国民

年金保険料は申立人が納付したと述べているが、申立人の国民年金手帳記

号番号は、国民年金手帳記号番号払出簿により、61 年３月 31 日に社会保

険事務所（当時）からＤ市に払い出された手帳記号番号の一つであり、前

後の第３号被保険者の該当処理日から、申立人の加入手続は同年６月頃に

行われたことが推認できる上、申立人の所持する年金手帳には、初めて被

保険者となった日が同年４月１日と記載されており、Ｄ市の保管する国民

年金被保険者名簿及びオンライン記録とも一致することから、申立期間は

国民年金に未加入の期間であり、制度上、保険料を納付することができな

い期間である。 

   また、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号払

出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の手帳記号番号が払



  

い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   さらに、申立人はＡ市役所Ｂ出張所において、国民年金の加入手続を行

い、保険料は月額１万 2,000 円ぐらいを納付していたと述べているが、Ａ

市は、「Ｂ出張所で国民年金の加入手続ができたのは平成 10 年度からで

ある。」と回答している上、申立期間当時の法定保険料額は、昭和 51 年

度が 1,400 円であり、その後毎年度、保険料額は改定され、60 年度は

6,740 円となっていることから、申立人の主張と符合しない。 

   加えて、申立期間は 119 か月と長期間である上、申立期間に保険料を納

付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに

申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たら

ない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



  

千葉国民年金 事案 3866（事案 3253 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 40 年１月から 51 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40 年１月から 51 年３月まで 

    私は、昭和 40 年１月にＡ区役所で国民年金の加入手続を行った。当

時、一緒に国民年金保険料を納付していたことを証言してくれる知人の

連絡先が判明したので、私が保険料を納付していたことを確認して、申

立期間について再調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、ⅰ）申立人の所持する年金手帳には、

初めて被保険者となった日が昭和 51 年４月１日と記載されている上、申

立人の国民年金手帳記号番号は、同年４月当時居住していたＢ県で払い出

されており、国民年金の任意加入は遡って被保険者資格を取得できないこ

とから、申立期間は国民年金に未加入の期間であり、制度上、国民年金保

険料は納付することができない期間であること、ⅱ）オンラインシステム

による氏名検索及び国民年金手帳記号番号払出簿検索システムによる縦覧

調査の結果、申立人に別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせ

る事情は見当たらないことなどを理由として、既に当委員会の決定に基づ

き平成 23 年２月９日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行

われている。 

   今回、申立人は、申立期間の保険料を一緒に納付していたことを証言し

てくれる知人の連絡先が判明したので、保険料の納付について知人に確認

してほしいと述べているところ、当該知人に聴取した結果、知人は、「申

立人の国民年金のことまでは分からない。昭和 40 年当時、保険料はＡ区

の職員が自宅に集金に来ていた。」と述べており、申立人の保険料の納付

状況を確認することはできない。 



  

   また、再度、国民年金手帳記号番号払出簿検索システムにより、申立期

間のうち、昭和 40 年１月から 41 年 12 月までに社会保険事務所（当時）

からＡ区に払い出された手帳記号番号を縦覧調査したが、申立人の氏名を

確認することはできず、Ａ区において、申立人が国民年金に加入していた

ことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   このほかに、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわ

せる新たな資料等は提出されておらず、当委員会の当初の決定を変更すべ

き新たな事情は見当たらないことから､申立人が申立期間の国民年金保険

料を納付していたものと認めることはできない。 



  

千葉国民年金 事案 3867 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 46 年 10 月から 58 年 12 月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46 年 10 月から 58 年 12 月まで 

    私は、会社を退職した昭和 46 年 10 月頃、Ａ市役所で国民年金の加入

手続を行い、毎月、国民年金保険料を納付していた。その後、保険料額

が年々高くなっていくので、Ｂ市役所において国民年金被保険者の資格

喪失の手続を行ったが、申立期間の保険料は納付しており、未納とされ

ていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 46 年 10 月頃、Ａ市役所で国民年金の加入手続を行った

と主張しているが、申立人の所持する年金手帳には、初めて国民年金の被

保険者となった日が 61 年４月１日と記載されており、Ｂ市の印が押され

ていることから、Ａ市において加入手続を行ったとする主張と相違する上、

当該資格取得日はＢ市が保管する国民年金被保険者名簿及びオンライン記

録とも一致することから、申立期間は国民年金に未加入の期間であり、制

度上、国民年金保険料を納付することはできない期間である。 

   また、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号払

出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の国民年金手帳記号

番号が払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   さらに、申立期間は 147 か月と長期間である上、申立期間の保険料を納

付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに

申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たら

ない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



  

千葉厚生年金 事案 4053 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 39 年２月 29 日から 41 年３月１日まで 

私は、昭和 38 年４月１日に、Ａ社（現在は、Ｂ社）に就職し、41 年

２月まで約３年間勤務していたが、申立期間の厚生年金保険の加入記録

が欠落していることに納得できないので、調査の上、申立期間を厚生年

金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社から提出された申立人に係る在職証明書（平成 19 年６月 27 日付

け）により、申立人が昭和 38 年４月１日から 41 年２月 15 日まで勤務し

ていたことは確認できる。 

しかし、当該事業所は、「申立人は、申立期間において短時間労働者と

して勤めていたと思われる。」と回答しており、その根拠として、「現在

の事業主が、申立人が白衣のユニホームを着ていたので、申立人になぜか

と聞いたら、パートになったと聞いた記憶があると述べている。」と説明

しており、申立人も、「初めはＣ（職種）をしていて、途中から本社でＤ

（業務）をしたりしていた。」と供述していることから、申立人について

雇用形態の変更があったことがうかがえる。 

また、申立人を覚えていた元同僚は、「申立人の勤務期間及び勤務形態

までは記憶していない。」と供述している上、申立人が氏名を挙げた双子

の姉妹は、所在が不明であるため、供述を得ることができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

千葉厚生年金 事案 4054 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 49 年８月１日から 50 年４月１日まで 

私は、Ａ事業所に勤務していた当時のＢ（役職）がＣ事業所のＤ

（役職）をしていた関係で、Ａ事業所を昭和 49 年８月１日付けで退職

し、同日付けでＣ事業所に転職した。業務について経験者だったことか

ら試用期間も無く、入社後にすぐに厚生年金保険に加入したと思う。真

夏の同年８月に入社したことを明確に覚えているので、申立期間を厚生

年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「縁故採用で経験者だったので試用期間も無く、真夏の昭和

49 年８月にＣ事業所に入社したことを明確に覚えている。」と主張して

いるが、複数の元同僚に照会した結果、唯一申立人を覚えていた元同僚か

ら申立人の入社時期に係る証言を得ることはできず、申立人の勤務期間を

特定することができない。 

また、Ｃ事業所の事業を継承しているＥ事業所は、「申立期間当時の関

係資料は無い。」と回答している上、当時、申立人の転職に関与したとす

るＤ（役職）も既に死亡していることから、申立人の申立期間における厚

生年金保険料の控除について確認できない。 

さらに、雇用保険の加入記録における資格取得日、Ｃ事業所が加盟して

いた健康保険組合の事業を継承するＦ健康保険組合から提出された「健康

保険資格喪失証明書」に記載されている資格取得日及び元上司から提出さ

れた役職社員名簿（昭和 63 年２月 18 日現在）に記載されている申立人の

入社年月日は、いずれも 50 年４月１日となっており、オンライン記録と

一致する。 



  

加えて、申立人は、Ｃ事業所において、新たな厚生年金保険被保険者記

号番号の払出しを受けているところ、厚生年金保険被保険者台帳記号番号

払出簿により、申立人が昭和 50 年４月１日に被保険者資格を取得してい

ることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



  

千葉厚生年金 事案 4055 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 23 年７月 31 日から同年８月１日まで 

    私は、昭和 22 年６月にＡ社の子会社であったＢ社に入社し、Ｂ社の

解散後、同じくＡ社の系列だったＣ社に転籍した。同じ系列の会社に継

続して勤務していたにもかかわらず、23 年７月 31 日から同年８月１日

が厚生年金保険に未加入とされているのは納得できないので記録を訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、「Ｂ社及びＣ社は同じ系列の会社であり、両社に継続して勤

務していた。」と主張している。 

   しかし、Ｂ社及びＣ社は、既に厚生年金保険の適用事業所でなくなって

いる上、Ａ社を承継するＤ社は、「当時の記録が無いため、申立事業所と

当社の関係は不明である。関連会社の記録は関連会社が保管しており、当

社では記録を引き継いでいない。」と回答していることから、申立人の申

立期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認できない。 

   また、Ｂ社は、昭和 23 年７月 31 日に解散のため厚生年金保険の適用事

業所でなくなっており、申立期間は適用事業所ではない上、同社の健康保

険厚生年金保険被保険者名簿で、申立人と同日に厚生年金保険の被保険者

資格を喪失している者は７名確認できるところ、そのうちオンライン記録

により記録が確認できる２名は、次の事業所で同年８月１日及び同年９月

２日にそれぞれ被保険者資格を取得しており、申立期間はいずれも厚生年

金保険の被保険者となっていない。 

   さらに、上記２名のうち連絡可能な１名に照会しても、具体的な証言は

得られず、申立人の申立期間における勤務実態及び保険料の控除について



  

確認できない上、ほかに申立期間における保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

千葉厚生年金 事案 4056 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 33 年４月から 49 年４月まで 

             ② 昭和 49 年５月から 55 年４月まで 

             ③ 昭和 55 年６月から 56 年８月まで 

    私は、Ａ社（Ｂ社に名称変更後、現在は、Ｃ社）に勤務した間は、毎

年４月に昇給し、給与が下がったことは無いので、申立期間①の厚生年

金保険の標準報酬月額について調査してほしい。 

    また、Ｄ社に勤務していた間についても、毎年昇給し、給与が下がっ

たことは無いので、申立期間②及び③の標準報酬月額について調査して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、申立人は、「Ａ社では、毎年４月に昇給して

おり、給与が下がったことは無い。」と主張しているが、Ｃ社では、

「申立期間当時の賃金台帳等の関連資料は無い。」と回答しており、申

立人の申立期間における報酬月額及び厚生年金保険料控除額を確認でき

ない。 

    また、Ｅ厚生年金基金の加入員記録において、申立期間①のうち、申

立人が同基金に加入した昭和 46 年６月以降の標準報酬月額は、オンラ

イン記録と一致している。 

    さらに、Ａ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿で確認できる複数

の元同僚は、「自分の勤務していた間の標準報酬月額は妥当だと思

う。」と供述している上、同被保険者名簿において、遡及訂正等の不適

切な処理が行われた形跡は見当たらない。 



  

    このほか、申立期間①において、申立人が主張する標準報酬月額に見

合う保険料を控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は

見当たらない。 

 

  ２ 申立期間②及び③については、申立人は、「Ｄ社では、毎年昇給し、

給与が下がったことは無い。」と主張しているが、同社は、「申立期間

当時の賃金台帳等の関連資料は無い。」と回答しており、申立人の申立

期間における保険料控除額を確認できない。 

    また、Ｆ健康保険組合の加入記録及びＥ厚生年金基金の加入員記録に

おいて、申立期間②及び③の標準報酬月額は、オンライン記録と一致し

ている。 

    さらに、Ｄ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿で確認できる複数

の元同僚は、「ねんきん定期便を見ると、自分の標準報酬月額は妥当だ

と思う。」と供述している上、同被保険者名簿において、遡及訂正等の

不適切な処理が行われた形跡は見当たらない。 

    このほか、申立期間②及び③において、申立人が主張する標準報酬月

額に見合う保険料を控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺

事情は見当たらない。 

 

  ３ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 



  

千葉厚生年金 事案 4057 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 45 年６月から 46 年３月まで 

    私は、申立期間に友人と一緒に立ち上げた会社であるＡ社で勤務して

いたが、厚生年金保険の加入記録が無い。私はＢ（職種）で、友人の一

人が事務全般を担当し、給与から社会保険料を控除していたことを覚え

ているので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、「申立期間において、友人と共同で立ち上げたＡ社に勤務し

ていた。同社はＣ（場所）沿いにあった。」と供述しているところ、オン

ライン記録では、申立期間において、Ｄ県内に「Ａ社」という名称の厚生

年金保険の適用事業所は確認できない。 

   また、当該事業所の所在地を管轄する法務局において、申立人の供述と

符合する「Ａ社」という名称の会社の商業登記は確認できない。 

   さらに、申立人は元同僚として二人の氏名を挙げているが、氏名だけの

記憶であり、個人を特定することができないため、申立人の勤務実態及び

厚生年金保険料の控除について確認できない。 

   このほか、申立人の申立期間における保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



  

千葉厚生年金 事案 4058 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 39 年４月１日から 45 年４月 27 日まで 

    私は、昭和 39 年４月１日にＡ社（現在は、Ｂ社）に入社し、45 年４

月 26 日まで同社に勤務したが、厚生年金保険の標準報酬月額に残業代

ほか緒手当が反映されておらず、実際の給与額より少なくとも２万

1,000 円は低くなっていると思われるので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、「申立期間における標準報酬月額の記録には、残業代のほか

住宅手当等の緒手当が反映されておらず、実際の給与額より少なくとも２

万 1,000 円は低い。」と主張している。 

   しかし、Ｂ社は、「申立人の申立期間における報酬月額及び厚生年金保

険料の控除額を確認できる賃金台帳等の資料は保管されていない。」と回

答しており、申立人の申立期間における報酬月額及び保険料控除額を確認

することができない。 

   また、Ａ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人と同

日に厚生年金保険の被保険者資格を取得している者は６人おり、そのうち

の４人は、資格取得時の標準報酬月額が申立人と同じ２万 2,000 円である

ところ、その４人と申立人の資格取得後の標準報酬月額の推移に大きな差

異は認められず、申立人のみが特殊な取扱いを受けたことはうかがえない

上、当該被保険者名簿に遡及訂正等の不適切な処理が行われた形跡は見当

たらない。 

   このほか、申立期間において申立人が主張する標準報酬月額に見合う保

険料を控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

千葉厚生年金 事案 4059 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 39 年 10 月１日から 40 年２月１日まで 

             ② 昭和 44 年 10 月１日から 45 年１月１日まで 

    私は、Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標

準報酬月額が、その前後の期間に比べて下がっているので調査してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、

Ａ社は、「申立期間当時の賃金台帳等の関連資料は既に廃棄済みであ

る。」と回答しており、申立人の申立期間における報酬月額及び厚生年金

保険料の控除について確認できない。 

   また、申立人とほぼ同時期に当該事業所で厚生年金保険の被保険者資格

を取得した元同僚のうち４人は、「自分の標準報酬月額の記録は妥当であ

る。」と回答している。 

   さらに、当該事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿における標準

報酬月額の記録はオンライン記録と一致している上、当該被保険者名簿に

遡及訂正等の不適切な処理が行われた形跡は見当たらない。 

   このほか、申立期間において申立人が主張する標準報酬月額に見合う保

険料を控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

千葉厚生年金 事案 4060 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 37 年 10 月 18 日から 43 年３月１日まで 

    私は、Ａ社における厚生年金保険の被保険者資格を昭和 43 年３月１

日に喪失したとき、脱退手当金を請求した記憶が無く、また、脱退手当

金が約１年後の 44 年４月 16 日に支払われていることは時期的におかし

いので調査をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の申立期間に係る脱退手当金裁定請求書には、申立人の当時の住

所が記載されている上、脱退手当金計算書等の関係書類には、支払決定通

知書を当該住所地近くの郵便局に提示し、受給する扱いであったことが記

載されていることから、支払決定通知書が同住所地に送付されたものと考

えられる上、請求書類には申立期間に係る事業所作成の退職所得の源泉徴

収票及び申立人宛ての厚生年金保険障害年金・障害手当金の不支給通知書

が添付されていることを踏まえると、申立人の意思に基づき脱退手当金が

請求されたものと考えられる。 

   また、申立人が、申立期間に勤務したＡ社の健康保険厚生年金保険被保

険者名簿には、脱退手当金の支給を意味する「脱」の表示が記載されてい

るとともに、申立期間の脱退手当金の支給額に計算上の誤りは無い。 

   さらに、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いというほかに脱退

手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

千葉厚生年金 事案 4061 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 11 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 54 年 12 月１日から 55 年 10 月１日まで 

    私は、「ねんきん定期便」を確認したところ、Ａ社（現在は、Ｂ社）

における昭和 54 年 12 月から 55 年９月までの標準報酬月額が、Ｃ社の

ときと同じ 28 万円と記録されていることが分かった。53 年６月にＤ社

から関連会社のＣ社に、54 年４月にはＣ社の子会社として設立された

Ａ社に転籍したが、申立期間当時の給与額は、Ｃ社時代と同じ水準だっ

たので、申立期間の標準報酬月額を 32 万円に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は申立期間に係る標準報酬月額の相違について申し立てているが、

Ｂ社は、「申立期間当時の、標準報酬月額の算定に係る資料は保持してい

ない。」と回答しており、申立人の申立期間における報酬月額及び厚生年

金保険料控除額について確認することができない。 

   また、申立期間当時、Ａ社の従業員に係る社会保険事務を担当していた

親会社のＣ社総務課員及びＡ社の元同僚は、いずれも、「申立人の申立期

間に係る給与額は覚えていない。」と供述している。 

   さらに、Ａ社の申立期間に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票の標

準報酬月額記録とオンライン記録は一致しており、申立人の申立期間にお

いて、標準報酬月額について、遡及訂正等の不自然な記録訂正がなされた

形跡は見当たらない。 

   このほか、申立人が事業主により、その主張する標準報酬月額に基づく

保険料を控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当た

らない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



  

千葉厚生年金 事案 4062 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 39 年２月１日から同年３月１日まで 

    私のＡ社における厚生年金保険の被保険者期間は、昭和 37 年１月 10

日から 39 年２月１日までとされているが、同年２月末日に退職してお

り、被保険者資格喪失日は、同年３月１日となると思うので、調査の上、

訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の申立期間に係るＡ社における執務環境についての具体的な供述、

及び申立人の後任者が「申立人が退職した後、申立人から事務処理の仕方

を教えてもらった。」と供述していることから、申立人の申立期間におけ

る勤務実態が推認できる。 

   しかしながら、当該事業所の元事業主は、「申立人の申立てのとおり、

昭和 39 年３月１日に厚生年金保険の被保険者資格喪失の届出を行い、申

立期間に係る厚生年金保険料を納付したか否かについては、当時の関係資

料が全て廃棄されているので不明である。また、申立人が同年２月１日に

被保険者資格を喪失した経緯については、当時の実質的経営者である義母

が死亡しているため不明であるが、後任者の供述から申立人が申立期間に

おいて在職していたとしても、被保険者資格喪失後に保険料を控除するこ

とはないと思う。」と回答している。 

   また、申立人の当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票に

おいて、被保険者資格喪失日は昭和 39 年２月１日となっており、オンラ

イン記録とも一致していることが確認できる。 

   このほか、申立人の申立期間における保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



  

千葉厚生年金 事案 4063 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 34 年３月 29 日から 37 年７月７日まで 

    私の年金記録では、Ａ社Ｂ工場に勤務していた期間に係る厚生年金保

険の被保険者期間について、脱退手当金が支給されたことになっている

が、脱退手当金を受給した記憶が無いので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社Ｂ工場の健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人の前

後 50 人について調べたところ、女性で申立人の厚生年金保険被保険者の

資格喪失日の前後２年以内に資格喪失した脱退手当金の受給資格者は、申

立人を含めて 47 人おり、そのうちの 28 人に脱退手当金の支給記録がある

上、そのうちの 23 人が資格喪失日から６か月以内に支給決定されている

ことから、申立人についてもその委任に基づき事業主による代理請求がな

された可能性があったものと考えられる。 

   また、申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期

間に係る厚生年金保険被保険者の資格喪失日から約２か月半後の昭和 37

年９月 21 日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはう

かがえない上、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いというほかに

脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

千葉厚生年金 事案 4064 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 39 年 10 月１日から 40 年 12 月 20 日まで 

             ② 昭和 41 年 12 月 25 日から 43 年３月１日まで 

             ③ 昭和 43 年３月 25 日から 45 年 11 月１日まで 

             ④ 昭和 45 年 11 月１日から 46 年７月１日まで 

             ⑤ 昭和 46 年７月１日から 47 年 11 月１日まで 

             ⑥ 昭和 47 年 11 月 30 日から 51 年５月１日まで 

    私は、申立期間①については、Ａ区Ｂに所在するＣ社（現在は、Ｄ

社）に入社し、事業所にてＥ（職種）として従事し、Ｆ免許を取得した。 

    申立期間②については、Ｇ事業所（現在は、Ｈ事業所）の入社試験を

受けて採用されＩ区Ｊに所在する事業所でＫ（職種）としての任務を受

けた。Ｌ免許があったため、主としてＭ（業務）を担当した。 

    申立期間③については、私が大学（Ｎ（学科））を卒業したこともあ

り、Ｉ区Ｏに所在するＰ社（現在は、Ｑ社）でＲ（業務）を担当してい

た。 

    申立期間④については、Ａ区Ｓに所在するＴ社（現在は、Ｕ社）でＶ

（職種）をしており、昭和 45 年 11 月１日から 46 年６月 30 日まで雇用

保険の加入記録がある。 

    申立期間⑤については、Ｗ区に所在するＸ事業所においてアルバイト

としてＷ区内でＹ（業務）を担当していた。 

    申立期間⑥については、Ａ区Ｚに所在するａ社ｂ工場に一般採用試験

を受けて入社して勤務し、ｃ（業務）を行っていた。 

    これら申立期間①から⑥までについて、厚生年金保険被保険者期間と

認めてほしい。 

 



  

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、申立人は、勤務していたと主張するＣ社の事

業所における申立期間当時の同僚の氏名を記憶していない上、ｄ健康保

険組合は、「平成７年以前の厚生年金保険被保険者資格喪失者の記録は

保管していない。」と回答していることから、申立人の申立期間①に係

る勤務実態について確認できない。 

    また、Ｄ社は、「申立期間当時の賃金台帳、源泉徴収票等の所在は不

明。」と回答していることから、申立人の申立期間①における厚生年金

保険料の控除について確認できない。 

    さらに、Ｃ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立期

間①に申立人の氏名は無く、健康保険の整理番号に欠番は無い。 

    このほか、申立人の申立期間①における保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

  ２ 申立期間②については、ｅ（機関）は、「事業所は多いため部署名が

不明であれば調査はできない。臨時雇用員として勤務していたのか職員

として勤務していたのかも判明できず、Ｈ事業所に対して履歴の照会を

行うこともできない。」と回答している。 

    また、ｅ（機関）は、「Ｇ事業所から賃金台帳、公租公課徴収票等一

切の資料等が承継されず、申立人の申立期間における勤務実態及び保険

料控除について確認できない。」と回答している。 

    さらに、申立人は、申立期間当時 20 歳代であったとする元同僚の姓

を挙げているが、個人を特定できず、同僚調査を行うことができない。 

    加えて、Ｊ地区における事業所に該当すると考えられるＧ事業所ｆ事

務所、同事業所ｇ事務所及び同事業所ｈ事務所の３か所の適用事業所の

被保険者名簿において、申立期間②に申立人の氏名は無く、健康保険の

整理番号に欠番は無い。 

    このほか、申立人の申立期間②における保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

  ３ 申立期間③については、Ｑ社の人事労務部門の業務を所管しているｉ

社は、「申立期間当時、Ｐ社に申立人が主張しているＲ（業務）を担当

していた部署があったか否かは不明である。」と回答している。 

    また、申立人は、元同僚の氏名を記憶していないことから、同僚調査

を行うことができない。 

    さらに、ｉ社は、「申立期間当時の賃金台帳、源泉徴収票等の所在は

不明である。」と回答していることから、申立人の申立期間③における

厚生年金保険料の控除について確認できない。 



  

    加えて、Ｐ社の被保険者名簿において、申立期間③に申立人の氏名は

無く、健康保険の整理番号に欠番は無い。 

    このほか、申立人の申立期間③における保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

  ４ 申立期間④について、申立人の雇用保険の加入記録により、申立人は、

Ｔ社で勤務していたことは確認できる。 

    しかし、Ｔ社が新規に厚生年金保険の適用事業所となった昭和 45 年

７月１日から同年 11 月 30 日までの間に資格取得した者 56 名のうち、

住所の判明した５名に照会した結果、回答のあった２名はいずれも、

「申立人のことは知らない。」と供述していることから、申立人の申立

期間④における雇用実態について確認できない。 

    また、Ｕ社は、「申立期間当時の賃金台帳、源泉徴収票等の所在は不

明である。」と回答していることから、申立人の申立期間④における厚

生年金保険料の控除について確認できない。 

    このほか、申立人の申立期間④における保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

  ５ 申立期間⑤については、ｊ企業年金基金は、「工事は、職員が行うの

ではなく下請会社が行うのがほとんどである。臨時職員であればｋ組合

には加入していない。下請会社の者については不明である。」と回答し

ている。 

    また、Ｘ事業所ｌ事業所は、昭和 35 年９月１日に厚生年金保険の適

用事業所でなくなっており、申立期間⑤は適用事業所でなくなった後の

期間である。 

    さらに、申立人は、元同僚の名前を挙げているが、氏名を完全に思い

出せないとしているため、個人を特定できないことから、同僚調査を行

うことができない。 

    加えて、ほかに考えられる事業所として、Ｘ事業所ｍ事務所、同事業

所ｎ事務所及び同事業所ｏ事務所が存在していたが、これら３か所の事

業所の被保険者名簿において、申立期間⑤に申立人の氏名は無く、健康

保険の整理番号に欠番は無い。 

    このほか、申立人の申立期間⑤における保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

  ６ 申立期間⑥については、ａ社ｂ工場の業務を承継したｐ社は、「ａ社

ｂ工場で昭和 47 年から 49 年頃に申立人が主張しているｃ（業務）を行

っていなかった。」と回答している。 



  

    また、ａ社ｂ工場は、ｑ県への移転に伴い昭和 49 年 11 月 21 日に適

用事業所でなくなっており、申立期間⑥のうち同年 11 月 21 日から 51

年５月１日までは適用事業所でなくなった後の期間である上、当該事業

所の被保険者名簿において、申立人の氏名は無く、健康保険の整理番号

に欠番は無い。 

    さらに、ｒ企業年金基金は、「申立人が加入員であったという記録は

存在しない。」と回答している上、ａ社ｂ工場の被保険者名簿において、

昭和 47 年 11 月に資格取得した者の中で住所の判明した 18 名のうち回

答のあった４名はいずれも、「申立人のことを知らない。」と回答して

いることから、申立人の申立期間⑥における勤務実態について確認でき

ない。 

    加えて、ａ社は、「申立人に関する人事記録、社会保険記録が見つか

らない。」と回答していることから、申立人の申立期間⑥における保険

料の控除について確認できない。 

    このほか、申立人の申立期間⑥における保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

  ７ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①から⑥までに係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはで

きない。 



  

千葉厚生年金 事案 4065 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 46 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16 年 12 月から 17 年５月１日まで 

    私は、平成 16 年 12 月からＡ社に勤務し、同社からＢ事業所（現在は、

Ｃ社）に派遣され、Ｄ（業務）をしていた。健康保険及び厚生年金保険

に強制的に加入させられたとの記憶があるので、調査の上、厚生年金保

険被保険者記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された労働者名簿により、申立人は、平成 16 年 12 月 13

日から 17 年４月 30 日までＢ事業所に派遣されていたことが確認できる。 

   しかし、Ａ社から提出された申立人の申立期間に係る賃金台帳により、

申立期間の給与から厚生年金保険料が控除されていないことが確認できる。 

   また、当該事業所から提出された平成 16 年分及び 17 年分の給与所得の

源泉徴収票により、申立人は、16 年及び 17 年において社会保険料が控除

されていないことが確認できるところ、当該事業所は、「申立人について

は、社会保険の加入手続に必要な書類の提出が無く、加入手続が行われな

いまま退職してしまったものと思う。」と回答している。 

   このほか、申立人の申立期間における保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、 

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料 

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

千葉厚生年金 事案 4066 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38 年 10 月から 39 年２月１日まで 

    私の夫は、Ａ社倒産後、昭和 38 年 10 月から実父が経営していたＢ社

に入社し、厚生年金保険に加入していたと思う。しかし、夫の厚生年金

保険の加入記録を確認したところ、資格取得日が 39 年２月１日となっ

ているので、調査の上、厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

   （注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求 

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間当時のＢ社の事業主（申立人の実父）は既に死亡している上、

オンライン記録により、申立期間において厚生年金保険被保険者の資格を

有する元同僚に照会したが、申立人がいつ入社したかまでは覚えていない

ことから、申立人の入社時期について確認できない。 

   また、当該事業所は、既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、

事業所閉鎖時の事業主は、「当時の資料は無く、申立人の勤務実態及び厚

生年金保険料の控除については不明である。」と回答していることから、

申立人の申立期間における保険料の控除について確認できない。 

   このほか、申立期間における保険料の控除について確認できる関連資料

及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

千葉厚生年金 事案 4067 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 51 年８月 26 日頃から 54 年２月１日頃まで  

             ② 昭和 55 年 12 月 25 日頃から 57 年４月１日頃まで  

             ③ 昭和 57 年５月 11 日頃から平成２年７月２日頃まで 

    私は、勤務した期間は明確ではないが、申立期間①、②及び③におい

て、Ａ市のＢ社に勤務し、Ｃ（職種）の仕事をしていた。厚生年金保険

に加入していたはずであり、加入記録が無いことは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、「勤務した期間は明確ではないが、申立期間①、②及び③に

おいて、Ｂ社に勤務し、厚生年金保険に加入していた。」と主張している。 

   しかし、Ｂ社は、平成元年 11 月 16 日に厚生年金保険の適用事業所でな

くなっており、商業登記簿により８年６月１日に解散していることが確認

できる上、元事業主は、「会社は倒産し、人事関係の資料は残っていない

ため、申立人の勤務実態及び厚生年金保険の適用状況については不明であ

る。また、申立期間当時、当社の正社員は全員社会保険に加入させていた

と思うが、それ以外の者は社会保険には加入させていなかった。当時、下

請業者の従業員も一緒に働いており、下請の社員について、当社で社会保

険に加入させることはなかった。」と回答している。 

   また、オンライン記録において、申立期間①、②及び③における厚生年

金保険の被保険者記録が確認でき、所在の判明した 12 人に申立人の勤務

実態等を照会したが、そのうち回答のあった９人は、「申立人のことは記

憶に無い。」と回答している。 

   さらに、申立人の当該事業所における雇用保険の加入記録は確認できな

い上、申立期間の一部については、他の事業所における雇用保険の加入期



  

間と重複しており、申立期間③のうち、平成元年 11 月 16 日以降の期間に

ついては、当該事業所が厚生年金保険の適用事業所でなくなった後の期間

である。 

   加えて、当該事業所の仕事の紹介者として申立人が氏名を挙げた元同僚

は、オンライン記録において、当該事業所における厚生年金保険被保険者

記録は無い上、元上司として申立人が挙げた者は、姓のみのため個人を特

定することができず、申立人の勤務実態について確認することができない。 

   このほか、申立人の申立期間①、②及び③における厚生年金保険料の控

除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①、②及び③に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 



  

千葉厚生年金 事案 4068 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年７月１日から７年８月１日まで 

    私は、昭和 62 年 11 月１日から平成 14 年 11 月 30 日までＡ社（現在

は、Ｂ社）に勤務した。その勤務期間のうち６年７月１日から７年８月

１日までは、給与明細書に記載された厚生年金保険料控除額に基づく標

準報酬月額は 53 万円だが、ねんきん定期便に記載された標準報酬月額

は 50 万円と記録されているので、調査して記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出された給与明細書によると、申立期間に係る厚生年金保

険料控除額に基づく標準報酬月額は、申立人の主張どおりオンライン記録

の標準報酬月額と相違していることが確認できる。 

   しかし、Ｂ社は、｢申立人の給与明細書に記載された支給額は、会社と

して接待交際費を捻出するために架空計上した金額が含まれており、保険

料等の控除額は、水増しした支給額に基づき計算されているため、本来の

給与額において社員が負担すべき保険料等との差額については、社員の負

担が発生しないように会社で負担していた。当該会計処理については、以

前、国税局の指導により修正し、標準報酬月額は本来の給与に基づき訂正

した。｣と回答しており、事業主から提出された申立人に係る精算書及び

国税局が作成した査察資料により、架空計上された給与から計算された保

険料等と本来の申立人の給与額から計算された保険料等との差額が１年ご

とに精算されていることが確認できる上、事業主は国税局により、当該会

計処理を修正するように指導を受けていることが認められる。 

   さらに、申立期間当時の複数の元同僚は、｢会社では、管理職である課



  

長以上の個人所得を増加したことにして、接待交際費を捻出していたが、

国税局より是正指導があり、平成６年から８年頃に正しい給与に修正し精

算を行った。｣と証言しており、事業主の供述を裏付けている上、申立人

自身もこの接待交際費を捻出するための仕組みについて承知していたと供

述している。 

   このほか、申立期間において申立人が主張する標準報酬月額に基づく保

険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

千葉厚生年金 事案 4069 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 55 年４月頃から 56 年３月頃まで 

    私の夫は、昭和 55 年４月頃から 56 年３月頃までＡ市又はＢ市に所在

していたＣ社に勤務しており、厚生年金保険に加入していたはずである。

申立期間の厚生年金保険被保険者記録が無いことは納得できないので調

査して、記録を訂正してほしい。 

   （注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の妻は、「私の夫は、昭和 55 年４月頃から 56 年３月頃までＡ市

又はＢ市に所在していたＣ社に勤務しており、厚生年金保険に加入してい

たはずである。」と主張している。 

   しかし、オンライン記録において、Ａ市内に所在し、事業所名称に

「Ｄ」を含む厚生年金保険の適用事業所は確認できない上、Ｂ市内におい

ては「Ｅ社」の名称で厚生年金保険の適用事業所が２社確認できたが、そ

のうち１社は申立期間において既に適用事業所でなくなっており、「Ｄ」

と類似する名称の適用事業所は「Ｆ社」及び「Ｇ社」が確認できたが、申

立期間において適用事業所であった上記３事業所の健康保険厚生年金保険

被保険者名簿に申立人の氏名は無い。 

   また、上記３事業所は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっている

ことから、商業登記の記録を調査したが、いずれも解散又は合併しており、

唯一連絡の取れたＧ社の元清算人は、「申立期間当時の資料が無いため、

申立人のことは不明である。」と回答している上、申立期間当時、上記３

事業所において厚生年金保険被保険者であった者に照会したところ、上記



  

３事業所はＣ社を中心としたグループ会社であるとの供述が得られたこと

から、Ｃ社から事業譲渡を受けたＨ社に照会したが、「当社は、平成 13

年５月にＣ社より事業の譲渡を受けた会社であり、人事資料は受け継いで

いないため、申立内容について確認ができない。」と回答している。 

   さらに、Ｃ社に係る被保険者名簿に申立人の氏名は無く、健康保険の整

理番号に欠番は無い上、申立人は、申立期間当時、62 歳であるところ、

Ｃ社において、申立期間当時、総務部長であった者は「Ｃ社では 55 歳か

ら 56 歳で正社員は退職していた。60 歳を超えた正社員はいなかったと思

う。」と供述している。 

   加えて、申立人の妻は申立人の元同僚の氏名を記憶していないため、申

立期間の前後にＣ社において厚生年金保険被保険者記録のある６人及び前

述の類似名称の３事業所において申立期間に厚生年金保険被保険者記録の

ある 14 人に照会したが、具体的な回答は得られず、申立人の勤務実態及

び厚生年金保険の適用状況について確認することができない。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

千葉厚生年金 事案 4070 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47 年３月 11 日から同年９月 27 日まで 

    私は、昭和 47 年３月 11 日にＡ社のＢ事業所に正社員として入社し、

同年９月に同社Ｂ事業所が同社Ｃ支店に昇格した後の 58 年 10 月 24 日

まで、途中辞めることなく継続して勤務した。しかし、申立期間の厚生

年金保険の加入記録が欠落しており、納得がいかないので調査して記録

を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   元同僚の証言及び雇用保険の加入記録から判断すると、申立人が申立期

間においてＡ社Ｃ支店に勤務していたことは推認できる。 

   しかし、オンライン記録において、Ａ社Ｃ支店は昭和 47 年９月 27 日に

厚生年金保険の適用事業所となっていることが確認でき、申立期間は適用

事業所になる前の期間である。 

   また、当該事業所は平成 16 年 11 月 13 日に厚生年金保険の適用事業所

でなくなっている上、当該事業所の代表者の所在を確認することができず、

申立期間に係る厚生年金保険料の控除について証言を得ることができない。 

   さらに、当該事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、申

立期間当時、当該事業所に勤務していたとして申立人が氏名を挙げた同僚

は、申立人と同様に当該事業所が厚生年金保険の適用事業所となった昭和

47 年９月 27 日に当該事業所における厚生年金保険の被保険者資格を取得

したことが確認できる。 

   このほか、申立人の申立期間における保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

千葉厚生年金 事案 4071 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 33 年６月１日から 34 年１月１日まで 

             ② 昭和 34 年１月１日から 35 年 12 月 20 日まで 

    私の夫は、昭和 32 年９月 28 日にＡ社へ入社し、同社が経営するＢ事

業所、Ｃ事業所及びＤ事業所に勤務したが、Ｃ事業所とＤ事業所に勤務

した期間の厚生年金保険の加入記録が欠落しているので、訂正してほし

い。 

   （注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の妻は、「私の夫は、昭和 32 年９月 28 日にＡ社へ入社し、申立

期間①においてはＣ事業所に、申立期間②においてはＤ事業所に、それぞ

れ勤務していた。」と主張している。 

   しかし、オンライン記録において、Ａ社、Ｃ事業所及びＤ事業所という

名称の厚生年金保険の適用事業所は確認できない。 

   また、商業登記の記録によると、Ａ社は既に解散しており、申立期間①

及び②当時の事業主は所在が確認できないため、申立人の勤務実態及び厚

生年金保険の適用状況について証言を得ることができない。 

   さらに、オンライン記録によると、Ａ社の事業主は、申立期間①及び②

を含めた前後の期間については、Ｂ事業所において厚生年金保険に加入し

ていることが確認できる上、Ｃ事業所及びＤ事業所のＥ（職種）であった

者として、申立人の妻が氏名を挙げた二人は、申立期間①及び②における

厚生年金保険の加入記録が無い。 

   このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

千葉厚生年金 事案 4072 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37 年２月 28 日から 39 年２月 28 日まで 

    私は、昭和 37 年２月末頃から約２年間Ａ事業所に勤務した。当時の

同僚には同社での厚生年金保険の加入記録があるのに、私の厚生年金保

険の加入記録が無いことは納得できないので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   元同僚の証言により、勤務期間は特定できないものの、申立人がＡ事業

所に勤務していたことは推認できる。 

   しかし、オンライン記録において、Ａ事業所は昭和 39 年５月１日に厚

生年金保険の適用事業所になっていることが確認でき、申立期間は適用事

業所になる前の期間である。 

   また、元事業主は、「申立期間は厚生年金保険には加入していなかっ

た。」と回答している上、当該事業所の厚生年金保険被保険者名簿により、

当該事業所が適用事業所となった日と同日に厚生年金保険の被保険者資格

を取得し、所在の判明した５名の元同僚に照会したところ、そのうち１名

は、「昭和 38 年頃に入社したが、その当時は社会保険に加入していなか

った。その後、元同僚が病気になったこともあり、不安になったので会社

に言って社会保険に加入してもらった。」と供述している。 

   さらに、オンライン記録によると、申立期間当時、当該事業所に勤務し

ていたとして申立人が氏名を挙げた元同僚は、昭和 39 年５月１日に当該

事業所における被保険者資格を取得しており、それ以前は当該事業所にお

ける被保険者記録は無い。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

千葉厚生年金 事案 4073 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42 年３月 13 日から 43 年３月 13 日まで 

    私は、昭和 40 年３月に高校を卒業後、Ａ社（現在は、Ｂ社）に入社

した。最初の就職先であるため頑張って３年以上は働こうと決心してお

り、43 年３月 13 日までの３年間勤務したはずであるが、年金記録では

42 年３月 13 日に厚生年金保険被保険者の資格を喪失したことになって

いることは納得できない。調査して年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、「Ａ社に昭和 43 年３月 13 日まで勤務していた。」と主張し

ている。 

   しかし、Ｂ社から提出された健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届

には、申立人の厚生年金保険被保険者の資格喪失日が昭和 42 年３月 13 日

と記載され、同年５月８日付けでＣ社会保険事務所（当時）の確認印が押

されている上、当該資格喪失日は申立人に係る健康保険厚生年金保険被保

険者原票及びオンライン記録と一致する。 

   また、上記被保険者原票には昭和 42 年５月８日に健康保険被保険者証

を返納した記載及び健康保険継続療養証明書の交付を示す「55 条」の記

載が確認できる上、雇用保険の加入記録において、資格取得日は 40 年３

月 15 日、離職日は 42 年３月 12 日と記録されており、離職日の翌日を資

格喪失日とする厚生年金保険の資格記録と一致する。 

   さらに、申立人は、元同僚の氏名を記憶していないため、当該事業所に

おいて、申立期間に厚生年金保険被保険者の記録のある複数の元同僚に照

会したが、申立人の退職時期を明確に記憶している者はおらず、申立人の

勤務期間について確認することができない。 



  

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

千葉厚生年金 事案 4074 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41 年 10 月１日から 42 年８月１日まで 

    私が勤務したＡ社（現在は、Ｂ社）における厚生年金保険の標準報酬

月額は、申立期間の直前まで３万 6,000 円であったが、申立期間は３万

3,000 円に減額されている。給与が減額された事実は無かったので、調

査して記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、「申立期間における標準報酬月額が３万 3,000 円と記録され

ているが、給与が下がった事実は無い。」と主張している。 

   しかし、Ｂ社は、「申立期間当時の関係資料は保管されていないため、

申立人の給与の支給実態については不明である。」と回答しており、申立

人の申立期間における報酬月額及び厚生年金保険料の控除額について確認

することができない。 

   また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人

の前後５ページに記載された厚生年金保険被保険者の中で、昭和 42 年 12

月時点で被保険者資格を有する 77 人の標準報酬月額の記録を確認したと

ころ、40 年 12 月から 42 年 10 月にかけて、標準報酬月額が減額されてい

る被保険者が 73 人確認でき、申立人のみが特殊な取扱いを受けていたと

いう事情は見当たらない。 

   さらに、当該事業所の申立期間に係る被保険者名簿の標準報酬月額の記

録とオンライン記録は一致しており、申立人の申立期間において標準報酬

月額の遡及訂正等の不自然な訂正が行われた形跡は見当たらない。 

   このほか、申立期間において申立人が主張する標準報酬月額に見合う保

険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 


